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物価高騰対策賃上げ支援事業運営業務委託仕様書 

 

この業務仕様書は岩手県(以下「甲」という。)が行う物価高騰対策賃上げ支援事業の業務(以下「本業務」

という。)を事業者(以下「乙」という。)に委託するに当たり、その仕様等に関し必要な事項を定めるもの

である。 

１ 事業名 

  物価高騰対策賃上げ支援事業 

 

２ 目的 

  最低賃金の大幅な上昇が続く中、中小企業等が継続的に賃上げできる環境を整え、必要な人材を確保

していくため、支援金を交付するもの。 

 

３ 委託期間 

  委託契約締結日から令和８年 12月25日（金）まで 

 

４ 事業概要 

 (１) 支給対象事業者 

   ア 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に規定する中小企業者の範囲で事業

を営む者であって、法人税法（昭和 40年法律第 34号）第２条に規定する法人のうち、公益法人

等※１、協同組合等※１及び普通法人※１に該当し、次の（ア）から（ク）の全ての要件に該当するも

の 

    (ア) 県内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業所等の事業所が県内にあること

（県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている場合を除く）。  

    (イ) 県内の事業所に常時使用する従業員※２を１人以上雇用していること。 

    (ウ) 岩手県税に未納がないこと。 

    (エ) 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は

支給決定の取り消しを受けたことがないこと。 

    (オ) 過去５年間に重大な法令違反等がないこと。 

    (カ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条

第５項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。 

    (キ) 岩手県暴力団排除条例（平成 23年岩手県条例第 35号）第２条第２号に規定する暴力団、

同条第３号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及

び暴力団員が実質的に関与していないこと。 

    (ク) 会社更生法（平成 14年法律第154号）、民事再生法（平成 11年法律第 225号）等に基づく

再生または更生手続きを行っている者ではないこと。 
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※１ 次の①から⑤のいずれかに該当するものは除く。 

① 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの（同窓会、同好会等） 

② 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの（後援会等） 

③ 岩手県が設立した法人 

④ 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体及び運営費の大半を公的機関から得ている法

人等 

 

※２ 常時使用する従業員とは、労働基準法第 20 条の規定に基づく「解雇の予告を必要とす

る者」とし、以下①から④に該当しない者とする。 

① 会社役員又は個人事業主 

② 日々雇い入れられる者 

③ ２か月以内の期間を定めて使用される者 

④ 季節的業務に４か月以内の期間を定めて使用される者 

 

 【中小企業基本法第２条第１項に掲げる中小企業者】 

 
 

業種 

中小企業者 
(下記のいずれかを満たす者) 

小規模企業者 

資本金の額 
または出資の総額 

常時使用する 
従業員の数 

常時使用する 
従業員の数 

製造業、建設業、運輸
業、その他の業種 

３億円以下 300人以下 20人以上 

卸売業 １億円以下 100人以下 ５人以上 
サービス業 5,000万円以下 100人以下 ５人以上 
小売業 5,000万円以下 50人以下 ５人以上 
    

 

イ 岩手県内税務署へ開業届を提出している個人事業主 

中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に規定する中小企業者の範囲で事業

を営む者であって、４（１）アの（イ）から（ク）の全ての要件に該当するもの 

 (２) 支給要件 

   ア 賃上げの対象時期 

令和７年10月１日から令和８年９月 30日まで（賃金※３の支給が令和８年 10月31日までのも

のを含む） 

※３ 「賃金」とは、最低賃金法（昭和 34年法律第 137号）第４条において支払わなければな

らないこととされている賃金をいう。 

      イ 賃上げ対象従業員 

     県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者 

     ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間 20時間以上であること。 

    ウ 賃上げ額 

    (ア) 対象時期において、従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して１時間当たり 60 円以上引

き上げていること。 



3 

 

       なお、対象期間において、段階的に引き上げの要件を満たした場合の賃上げ額の取り扱い

は別に定めるところによる。 

    (イ) 最低１月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。 

エ その他 

     引き上げ後の賃金水準を１年間継続すること。 

(３) 支給額 

次に掲げる金額に、４（２）の支給要件をすべて満たす従業員数を乗じて得た額とする。ただし、

１事業者当たりの上限は 400万円とする。 

ア 従業員１人当たり６万円 

イ ただし、令和７年 10月１日から令和７年12月１日までの間に、時給971円未満の従業員の賃

金を時給1,031円以上に引き上げた場合、アに２万円を加算する。 

ウ なお、対象期間において、段階的に引き上げの要件を満たした場合の支給額は別に定めるとこ

ろによる。 

(４) 県全体の支給上限 

    支援金原資に係る予算 25億 4,000万円分（申請状況に応じて 31,750人から 42,333人の範囲内

で変動） 

(５)  申請書類 

ア 物価高騰対策賃上げ支援金申請書兼請求書（様式１又は様式２） 

イ 支給対象従業員一覧（様式３） 

ウ 支給対象従業員に係る労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し 

エ 賃金台帳の写し（賃上げ月及び賃上げ月の前月） 

オ 別途指定する金融機関の振込依頼書(支払い先の情報を記載したもの。)及び支援金振込先の口

座に関する情報（金融機関名、口座番号、名義人等）が分かる書類（預金通帳の写し等） 

カ ア～オに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

 

５ 委託業務の内容 

 物価高騰対策賃上げ支援事業の実施 

(１) 事務局の設置運営 

   ア 事業実施に必要な作業を行う従事者を整理した業務体制表を甲に提出すること。 

   イ 本事業の全体を統括する統括業務責任者及び事務局運営業務全般を管理する業務責任者を指名

すること。なお、業務責任者は複数名指名することを可能とする。 

ウ 業務責任者のなかから、甲との連絡、調整を担当する連絡担当者を１名指名すること。 

   エ 令和８年２月13日（金）（予定）から申請を受付開始できるよう、令和８年２月 12日（木）ま

でに事務局の開設、オペレーター等の教育を行うこと。 

   オ 事務局の開設期間は令和８年 12月25日（金）までの休日を除く日（以下「平日という。」）の

午前９時から午後５時までとする。 

   カ 人員配置に当たっては、申請受付期間中に支援金原資に係る予算 25 億 4,000 万円分（申請状

況に応じて、31,750 人から 42,333 人の範囲内で変動）の申請を原則、申請受付から 14 日以内

（申請書の不備その他の理由による申請書の返戻及び内容照会に要した日数並びに休日を除く）
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に振り込み可能となるよう人員を配置し、申請の急増に対応できる体制とすること。 

   キ 事務局運営業務全般を管理する業務責任者を最低１名常駐させること。 

   ク 本業務の実施に当たり必要となる事務局マニュアル（審査、支給等の事務手続きのほかＦＡＱ

など）を甲と協議の上作成し、関係者間で共有すること。 

   カ 事務局賃料、机・椅子・棚等の什器、パソコン、複合機、シュレッダー、電話及びインターネ

ット回線使用料、光熱費等の本事業実施に係る費用は乙の負担とする。 

(２) 事業者からの問い合わせ対応 

   ア 電話及び電子メールによる、制度内容、申請方法、審査状況、不備の修正方法の問い合わせに

関する回答や、不正受給の通報及び返還希望の受付を実施するとともに、必要に応じて事業者へ

のアウトバウンドコールを実施すること。 

   イ 事務局開設期間中は、事業者からの電話による問い合わせに対応するため、乙が専用ダイヤル

を設けること。なお、事業者から本事業に関する問い合わせ等が甲に対してあった場合、専用ダ

イヤルに転送できる仕様とすること。 

   ウ 専用ダイヤルは、配置する人員に応じて最低２回線は設け、問い合わせの急増に対応できる体

制とすること。 

   エ 事務局開設期間中は、事業者対応を電子メールにより行うことができるよう、専用のメールア

ドレスを取得すること。 

   オ 電話による問い合わせ対応の期間及び時間については、事務局開設から令和８年 12 月 25 日

（金）までの平日午前９時から午後５時までとし、対応時間外は、留守電メッセージにより業務

実施時間についてアナウンスを行うこと。 

   カ 問い合わせ対応を行った場合は、対応記録表（任意様式）に内容を記載し、担当者間で適切な

引継ぎができるものとし、甲へ週ごとに報告を行うこと。 

   キ 問い合わせ対応で疑義が生じた場合は、甲と協議の上で対応することとし、その協議は連絡担

当者が行うこと。 

(３) 申請受付、審査 

   ア 申請（到達）のあった申請書について、速やかに申請者に対しメール等により収受通知を行う

こと。 

イ 申請書について、添付書類、記載内容チェックリスト（任意様式）を使用し、内容、添付書類

の適切性を確認すること。また、不備が存在する場合には、申請者に架電又はメール等により再

提出の依頼、不備の修正依頼を行うこと。なお、チェックリストにて確認する内容は以下のとお

りとする。 

    (ア) 添付書類の確認 

       ４（５）に定める書類が添付されているか。 

   (イ) 記載内容の確認 

       別紙１「物価高騰対策賃上げ支援事業審査事項」のとおり 

    (ウ) 支援金原資の執行残高を随時確認し、受付期間中であっても県全体の支給上限額に達する

見込みの場合は、県と協議して受付を停止する。 

また、県全体の支給上限額に達した後に提出された申請書が存在する場合には、申請者に

対し、申請の人数修正依頼又は申請取り下げ依頼を行うこと。 
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ウ 申請書について、電子化（メール、システム構築など）された方法によることを原則とし、申

請書への押印省略を可能とするが、甲が指定する方法により真正性の確認を行うなど、必要な措

置を行うこと。なお、電子化された方法のほか、郵送等による申請を可能とすること。ただし、

申請書類については、全て電子化して管理すること。 

 (４) 支給決定 

   ア 事業者から提出された申請書類等の審査を行うこと。 

   イ 審査を行う際は、複数名で記載内容に不備がないか確認すること。 

   ウ 支給要件を満たしていると判断した申請者の一覧表等関連書類の電子データを甲に報告するこ

と。なお、電子データには以下の内容を記載すること。 

    ・事業者名 

    ・事業者所在地 

    ・業種 

    ・常時使用する従業員数 

    ・支給対象従業員数 

    ・支給金額 

    ・その他知事が必要と認める事項 

   エ 甲は、上記ウの項目を確認し適当と認められた場合は支給決定を行い、乙に通知する。 

   オ 乙は、甲が行った支給決定をもとに、申請者に対し支給決定通知書（様式４）により通知する

こと。 

   カ 乙は、申請書類等の審査において支給要件を満たしていないと判断した申請について、以下の

項目を甲に報告すること。 

・事業者名 

・事業者所在地 

・不支給と判断した理由 

   キ 甲は、上記カの項目を確認し、適当と認められる場合は不支給決定を行う。 

     乙は、甲が不支給決定を行った申請について、不支給と判断した理由を添えて申請者に対し不

支給決定通知書（様式５）により通知するとともに、不支給者からの問い合わせに対応すること。 

 (５) 振込処理 

   ア 支給決定通知処理が完了した申請者へ速やかに振込処理を行うこと。なお、支援金の支給は令

和８年12月18日（金）までに完了させること。 

   イ 申請者の銀行口座情報に不備が存在する場合は、申請者に対して修正確認、銀行口座情報の再

提出依頼を行うこと。 

   ウ 振込処理を行う際は、複数名で振込先及び支給金額に誤りがないよう、事務局体制を構築して

処理を行うこと。 

 (６) 広報 

   ア 県が行う周知（プレスリリース、商工関係団体等（個別の業界団体を除く）への周知）の他、

原則として、本事業に係る広報全般を行うこと。 

イ テレビＣＭや各種媒体を通じた広報活動、チラシの作成・配布など、県内事業者に広く本事業

が宣伝されるよう、効果的な広報活動を行うこと。 
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ウ 本事業に関するＷＥＢサイトを作成し、申請受付開始の１週間前までに公開すること。 

   エ ＷＥＢサイトには、問い合わせフォームを設置し、問い合わせ対応ができるようにすること。 

   オ ＷＥＢサイトからの電子申請を可能とすること。 

   カ ＷＥＢサイトにおいて、支援金概要、申請方法、よくある質問、不備事例を掲載すること。 

 (７) 支援金原資の保管・管理 

   ア 支援金原資の概算払いを受けた場合には、支援金原資を保管・管理するため、専用の無利息型

普通預金口座を開設すること。 

   イ 甲から支援金原資の保管・管理状況の報告の求めがあったときは、乙は速やかに報告すること。 

 (８) 返還事案の報告 

    乙は、以下の事由が判明した場合は、甲に速やかに報告する。 

   ア 不正受給が発覚した場合 

   イ 過払い又は振込先の誤りが判明した場合 

(９) 支給決定の取消に係る回収業務 

甲が支給決定の取消を行った場合、乙は事業者に対する支援金の回収に係る各種業務を行う。 

(10) その他、本業務を遂行するために必要な業務 

   ア 本事業の適切な管理・業務 

   イ その他、本事業の実施にあたり必要となる一切の業務 

 

６ 本業務の進め方 

(１) 進行管理 

    業務内容の円滑な履行が可能なスケジュールを甲と協議して決定し、それに基づき全ての作業の

進行管理を行うこと。 

 (２) 進捗状況報告 

    乙は、管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況を適宜報告すること。 

    また、乙の責により、スケジュールに示される進行が１週間以上遅延若しくは想定外の事態が発

生じた場合は、甲の要求に応じて報告書を作成すること。 

 (３) 会議録 

    甲と乙が行った全ての会議、打ち合わせについて、会議録を開催後５日以内（休日除く）に提出

すること。 

(４) 実績報告書 

    事業者への支援金支給事務が完了した後、事業実績報告書と本業務に係る書類及び電子化された

申請書類を速やかに提出すること。 

    なお、当該事業実績報告書により委託金額を確定し、支援金原資に残金がある場合は、甲からの

請求に応じて返還すること。 

 

７ 成果品の帰属 

成果品について、次のとおり作成し、甲に提出すること。 

(１) 内容 

ア 実施報告書 １部 
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イ 支援金の審査に係る書類及び支援金支出記録に係る書類 一式（電子化されたもの） 

ウ その他本業務の実施に係る資料 一式 

  (２) 納入場所 

岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室（盛岡市内丸 10－1 県庁２階） 

(３) その他 

    乙がデジタル化し、甲に納入した成果品に係る一切の権利（翻案権（著作権法（昭和 45年法律第

48号）第 27条）及び二次的著作物利用権（同法第 28条）を含む。）は、甲に帰属するものとする

こと。 

 

８ 契約に関する条件 

(１) 再委託等の制限 

ア 乙は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

イ 乙は、本業務の一部を第三者に委託することができるが、その際は事前に、再委託の内容、再

委託先（商号又は名称）、その他再委託先に対する管理方法等、必要事項を甲に対して文書で報告

しなければならない。 

(２) 再委託の相手方 

乙は、（１）イにより本業務の一部を第三者に委託する場合には、当該委託の相手方を岩手県内に

主たる営業所を有する者の中から選定するように努めなければならない。 

(３) 業務履行に係る関係人に関する措置要求 

ア 甲は、本業務の履行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示し

た文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

イ 甲は、（１）イにより再委託を受けた者について、本業務の履行につき著しく不適当と認めら 

れるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこ

とを請求することができる。 

ウ 乙は、ア及びイによる請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を講じ、

その結果を、請求を受けた日から 10日以内に、甲に対して文書により通知しなければならない。 

(４) 機密の保持 

乙は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の用、第三者に開示、漏えい

してはならない。契約終了後もまた同様である。 

(５) 個人情報の保護 

乙は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第 66 条第２項において準用す

る同条第１項の規定による安全管理措置を講ずる義務及び別紙２「個人情報取扱特記事項」につい

て遵守しなければならない。 

(６)  権利の帰属等 

本業務の実施により制作された成果物及び資料又はその利用に関する著作権、所有権等に関して

は、原則として甲が委託業務の完了を確認したときをもって乙者から甲に移転することとする。 

(７) その他 

ア 本業務の実施に当たり、本仕様書に記載のない事項又は疑義が発生した場合は、速やかに甲と

協議を行うものとする。 
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イ 本委託業務の実施に要した経費は、他の事業と経理を区分すること。 

ウ 事業計画が達成できない場合、または委託契約の条件に反した場合は、委託契約の委託料の一

部又は全部を返還させ、あるいは損害賠償等を求めることがあるので充分留意すること。 

エ 不正受給の疑いがあると認めた場合には、速やかに甲に報告すること。 

オ 本事業を実施するにあたり、法令、県・国の会計、財務規定に従った処理を行わなければなら

ならない。 

カ 乙は、本事業の実施に当たっては、本仕様書に従い実施するものとし、実施内容の詳細につい

て事前に甲と協議すること。 

キ 乙はやむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合は、あらかじめ協議の上、仕

様書変更の承認を得ること。 

ク 委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、協議の上、書面によりこれを定める。 
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【別紙１】 

物価高騰対策賃上げ支援事業審査事項 

 

１ 申請者は、支給対象事業者に該当するか。（業種及び従業員数により確認し、疑義がある場合には履

歴事項全部証明書（法人事業者の場合）等の提出を求めることにより確認すること。） 

２ 支給対象従業員一覧（様式３）に記載の対象者氏名は、労働条件通知書又は雇用契約書、賃金台帳に

記載されている氏名と一致しているか。 

３ 支給対象従業員一覧（様式３）に記載の賃上げ月及び賃上げ月の前月の時給額は、本事業における賃

金として正しく計算され、かつ、労働条件通知書又は雇用契約書、賃金台帳に記載されている賃金額と

一致しているか。 

４ 賃上げ開始時期は、令和７年 10月１日から令和８年９月 30日までの間か。 

５ 賃上げ額は、賃上げ月と賃上げ月の前月と比較して１時間当たり 60円以上引き上げされているか。 

また、支援金を２万円加算する場合は、令和７年 10月１日から令和７年12月１日までの間に、時給

971円未満の従業員の賃金を時給 1,031円以上に引き上げているか。 

６ 非正規雇用労働者の場合、週所定労働時間は 20時間以上か。 

７ 振込先口座は、申請者の本人名義（法人名義又は個人事業主名義）の口座になっているか。 

８ その他、審査にあたっての詳細は、甲と協議の上、決定する。 
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【別紙２】 

個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行（以下単に「業

務」という。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正

に行わなければならない。また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければな

らない。 

 （秘密の保持） 

第２ 乙は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目

的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。 

 （個人情報管理責任者等） 

第３ 乙は、物価高騰対策賃上げ支援事業運営業務委託仕様書５(１)イの統括業務責任者を、本業務にお

ける個人情報の取扱いに係る管理責任者（以下「個人情報管理責任者」という。）とし、また、業務に従

事する者（以下「業務従事者」という。）を定め、書面により甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ甲に報告しなけ

ればならない。 

３ 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に定める事項を適切に実

施するよう業務従事者を監督しなければならない。 

４ 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 

 （作業場所の特定） 

第４ 乙は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、書面によりあらかじめ甲に報

告しなければならない。 

２ 乙は、作業場所を変更する場合は、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 

（個人情報の持出しの禁止） 

第５ 乙は、甲の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出してはならない。

（保有の制限） 

第６ 乙は、業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、法令（条例を含む。）の定

める所掌業務を遂行するため必要な場合に限り、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有

してはならない。 

（個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 

第７ 乙は、甲の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外のために

利用し、又は甲の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（漏えい、毀損及び滅失の防止等） 

第８ 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管

理のために必要な措置を講じなければならない。 

 （教育の実施） 

第９ 乙は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実

施しなければならない。 
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 (１) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な

目的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。 

 (２) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項 

 （資料の引き渡し等） 

第10 乙は、業務を処理するために、乙自ら取得し、又は作成した個人情報が記録された資料は、業務完

了後直ちに甲に引き渡した上で、速やかに、かつ、確実に廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示

したときは、当該方法によるものとする。 

（個人情報の運搬） 

第11 乙は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するとき

は、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬し

なければならない。 

（再委託の承諾） 

第12 乙は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、甲が書面により承諾した場合を

除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。なお、再委託した業務を更に委託する場合も同様と

する。 

２ 乙は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理す

る内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再

委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲 

に協議し、その承諾を得なければならない。 

３ 前項の場合において、乙は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対し

て、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。 

４ 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理、監督の手続及び方法について具体的に定

めなければならない。 

５ 乙は、再委託先に業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じ

て、管理及び監督の状況を乙に対して適宜報告しなければならない。 

（実地調査） 

第13 甲は、乙が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実地に調査すること

ができる。 

（指示、報告等） 

第14 甲は、乙が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を

行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

 （事故発生時の対応） 

第15 乙は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無

にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状

況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。 

２ 甲は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報

を公表することができる。 



 

 

 

 

 

 

  



様式１（法人）
令和 ８ 年 月 日

岩手県知事　達 増 拓 也　様

２．支援金申請額 円

※　人件費を含む運営費補助などを公的機関から受けている場合には、支援が重複するため対象外となる可能性があります。
（詳細はFAQを御参照ください。）

物価高騰対策賃上げ支援金 申請書兼請求書

物価高騰対策賃上げ支援金の支給を受けたいので、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

記

１．対象従業員数 人 人６万円 ８万円

担当者氏名

確認事項
他の支援金や補助金を受給していますか

　【　　はい　　・　　いいえ　】

(「はい」と答えた方のみ)

その支援金や補助金
の名称

担当者
メールアドレス

フリガナ フリガナ

代表者の職 代表者氏名

担当者
電話番号

担当者
FAX番号

　　※担当者電話番号は日中事務局と連絡が取れる番号を記載願います。

申請者
（法人）
所在地

〒
都・道 市・区

府・県 町・村
※番地、建物名、部屋番号等

Ｊ．金融業、保険業

常時使用する従業員数

人

　※　労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を
　　　必要とする者」とし、以下①から④に該当しない者の人数
　①　会社役員、個人事業主
　②　日々雇い入れられる者
　③　２ヶ月以内の期間を定めて使用される者
　④　季節的業務に４ヶ月以内の期間を定めて使用される者

Ｒ．サービス業(他に分類されないもの)

Ｉ．卸売業、小売業 Ｔ．分類不能の産業

 ※中小企業基本法
　 第２条第１項に
　 掲げる中小企業者
   の該当する
　 大分類を選択して
   ください。

Ｅ．製造業 Ｏ．教育、学習支援業

Ｆ．電気・ガス・熱供給・水道業 Ｐ．医療、福祉

Ｇ．情報通信業 Ｑ．複合サービス事業

Ｈ．運輸業、郵便業

Ｍ．宿泊業、飲食サービス業

Ｄ．建設業 Ｎ．生活関連サービス業、娯楽業

営 業 所 名

業　種

Ａ．農業・林業 Ｋ．不動産業、物品賃貸業

Ｂ．漁業 Ｌ．学術研究、専門・技術サービス業

Ｃ．鉱業、採石業、砂利採取業

事 業 者 名

本社所在地 　　１．岩手県内 　　２．県　外

フリガナ

フリガナ



過去５年間に重大な法令違反等※はありません。

※ 重大な法令違反等とは、以下の場合が該当します。

違法行為による罰則の適用を受けた、労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された、

消費者庁の措置命令を受けたなど。

（２）対象従業員に係る労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し

（３）賃金台帳の写し（賃金改定月及び賃金改定月の前月分）

（４）別途指定する金融機関の振込依頼書(支払い先の情報を記載したもの。)及び支援金振込先の
      口座に関する情報（金融機関名、口座番号、名義人等）が分かる書類
     （預金通帳表紙、見開き等）

支援金の申請に当たり、もし申請書の記載等に虚偽が判明した場合は、支援金額確定の取消、
支援金の返還等に応じます。

上記すべての項目に虚偽がないことを誓い、内容に同意したうえで申請します。
また岩手県や事務局から報告・立会検査・返還の求めがあった場合は速やかに応じます。

４．必要書類

（１）支給対象従業員一覧（様式３）
　　　※webからの申請の方は様式３を利用せず直接システムへ入力をお願いいたします。
　　　　郵送での申請の方は様式３を利用してください。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第５項に
規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていません。

岩手県暴力団排除条例（平成23年岩手県条例第35号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第３号
に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が
実質的に関与していません。

会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225号）等に基づく再生
または更生手続きを行っている者に該当しません。

県内の事業所に常時使用する従業員を１人以上雇用しています。

岩手県内に本社又は主たる事業者がある、若しくは支店・営業所等の事業所が県内にある事業者に
該当します。

申請日時点において、岩手県税に未納はありません。

過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定
の取り消しを受けたことはありません。

 ④　法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体及び運営費の大半を公的機関から得ている法人等

３．宣誓・同意事項

次の項目に宣誓又は同意する場合に、チェック印（ ☑ ）を入れてください。
（支給申請には、全ての項目に☑の印が必要です。すべての項目に☑がない場合、支給はできません。）

本支援金の対象となった賃金の引上げについて、引上げ後１年間は、引上げ後の賃金水準以上の
賃金を継続して支払います。

中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業者の範囲で事業を
営む者であって、法人税法（昭和40年法律第34号）第２条に規定する法人のうち、公益法人等※、
協同組合等※及び普通法人※に該当します。

 ※　次の①から⑤のいずれかに該当するものは除く。

 ①　構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)

 ②　特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの（後援会等）

 ③　岩手県が設立した法人



様式２（個人事業主）
令和 ８ 年 月 日

岩手県知事　達 増 拓 也　様

２．支援金申請額 円

６万円 ８万円 人

※　人件費を含む運営費補助などを公的機関から受けている場合には、支援が重複するため対象外となる可能性があります。
（詳細はFAQを御参照ください。）

物価高騰対策賃上げ支援金 申請書兼請求書

物価高騰対策賃上げ支援金の支給を受けたいので、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

記

１．対象従業員数 人

担当者氏名

確認事項
他の支援金や補助金を受給していますか

　【　　はい　　・　　いいえ　】

(「はい」と答えた方のみ)

その支援金や補助金
の名称

担当者
メールアドレス

事業所等の
住　所

〒
都・道 市・区

府・県 町・村
※番地、建物名、部屋番号等

担当者
電話番号

担当者
FAX番号

　　※担当者電話番号は日中事務局と連絡が取れる番号を記載願います。

Ｊ．金融業、保険業

常時使用する従業員数

人

　※　労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を
　　　必要とする者」とし、以下①から④に該当しない者の人数
　①　会社役員、個人事業主
　②　日々雇い入れられる者
　③　２ヶ月以内の期間を定めて使用される者
　④　季節的業務に４ヶ月以内の期間を定めて使用される者

Ｒ．サービス業(他に分類されないもの)

Ｉ．卸売業、小売業 Ｔ．分類不能の産業

 ※中小企業基本法
　 第２条第１項に
　 掲げる中小企業者
   の該当する
　 大分類を選択して
   ください。

Ｅ．製造業 Ｏ．教育、学習支援業

Ｆ．電気・ガス・熱供給・水道業 Ｐ．医療、福祉

Ｇ．情報通信業 Ｑ．複合サービス事業

Ｈ．運輸業、郵便業

Ｍ．宿泊業、飲食サービス業

Ｄ．建設業 Ｎ．生活関連サービス業、娯楽業

フリガナ

屋号（等の店名）

業　種

Ａ．農業・林業 Ｋ．不動産業、物品賃貸業

Ｂ．漁業 Ｌ．学術研究、専門・技術サービス業

Ｃ．鉱業、採石業、砂利採取業

事業主の氏名

事業主所在地 　　１．岩手県内 　　２．県　外

フリガナ



過去５年間に重大な法令違反等※はありません。

※ 重大な法令違反等とは、以下の場合が該当します。

違法行為による罰則の適用を受けた、労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された、

消費者庁の措置命令を受けたなど。

（１）支給対象従業員一覧（様式３）
　　　※webからの申請の方は様式３を利用せず直接システムへ入力をお願いいたします。
　　　　郵送での申請の方は様式３を利用してください。

（２）対象従業員に係る労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し

（３）賃金台帳の写し（賃金改定月及び賃金改定月の前月分）

（４）別途指定する金融機関の振込依頼書(支払い先の情報を記載したもの。)及び支援金振込先の
      口座に関する情報（金融機関名、口座番号、名義人等）が分かる書類
     （預金通帳表紙、見開き等）

民事再生法（平成11年法律第225号）等に基づく再生を行っている者に該当しません。

支援金の申請に当たり、もし申請書の記載等に虚偽が判明した場合は、支援金額確定の取消、
支援金の返還等に応じます。

上記すべての項目に虚偽がないことを誓い、内容に同意したうえで申請します。
また岩手県や事務局から報告・立会検査・返還の求めがあった場合は速やかに応じます。

４．必要書類

過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定
の取り消しを受けたことはありません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第５項に
規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていません。

岩手県暴力団排除条例（平成23年岩手県条例第35号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第３号
に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が
実質的に関与していません。

申請日時点において、岩手県税に未納はありません。

３．宣誓・同意事項

次の項目に宣誓又は同意する場合に、チェック印（ ☑ ）を入れてください。
（支給申請には、全ての項目に☑の印が必要です。すべての項目に☑がない場合、支給はできません。）

本支援金の対象となった賃金の引上げについて、引上げ後１年間は、引上げ後の賃金水準以上の
賃金を継続して支払います。

中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業者の範囲で事業を
営む者※に該当します。

 ※　次の①から③のいずれかに該当するものは除く。

 ①　構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)

 ②　特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの（後援会等）

県内の事業所に常時使用する従業員を１人以上雇用しています。



様式３(表)　

1 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

2 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

3 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

4 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

5 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

6 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

7 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

8 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

9 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

10 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

11 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

12 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

13 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

14 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

15 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

16 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

17 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

18 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

19 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

20 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

21 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

22 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

23 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

24 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

25 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

※２　対象期間（令和7年10月1日から令和8年9月30日）において、複数回の賃金引上げを行った場合には、
　　　申請時点で適用されている賃金額に引き上げられた月を記入すること。

※３　賃金の計算方法については、別紙「賃金の計算方法について」参照。

※４　賃金引上げ月の前月における賃金額（時給）を記入すること。

令和８年　月　日

事業者（営業所）名

NO 氏名
性別

賃金引上げ月※２
賃金額（時給）※３ 引上げ額

（任意記入）※１ 賃金引上げ月（Ａ）
最賃改定前の賃金額（時給）

前月※４（Ｂ） （Ａ-Ｂ）

※１　記入は任意です。性別情報は、今後の事業を検討する際の参考として使用します。



様式３(裏)　

26 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

27 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

28 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

29 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

30 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

31 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

32 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

33 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

34 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

35 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

36 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

37 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

38 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

39 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

40 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

41 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

42 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

43 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

44 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

45 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

46 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

47 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

48 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

49 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

50 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 円 円 円

※２　対象期間（令和7年10月1日から令和8年9月30日）において、複数回の賃金引上げを行った場合には、
　　　申請時点で適用されている賃金額に引き上げられた月を記入すること。

※３　賃金の計算方法については、別紙「賃金の計算方法について」参照。

※４　賃金引上げ月の前月における賃金額（時給）を記入すること。

令和８年　月　日

事業者（営業所）名

NO 氏名
性別

賃金引上げ月※２
賃金額（時給）※３ 引上げ額

（任意記入）※１ 賃金引上げ月（Ａ）
最賃改定前の賃金額（時給）

前月※４（Ｂ） （Ａ-Ｂ）

※１　記入は任意です。性別情報は、今後の事業を検討する際の参考として使用します。



 

 

 様式４ 

定 雇 号 外 

令 和 年  月  日 

 

○○ ○○ 様 

 

   岩手県知事 達増 拓也   

 

 

物価高騰対策賃上げ支援金支給決定通知書 

 このことについて、下記のとおり支援金額が確定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 支援金額        円 

 

（参考） 

 支給対象従業員数  人 × 支給単価 60,000円/人 ＝ 支援金額      円 

支給対象従業員数  人 × 支給単価 80,000円/人 ＝ 支援金額      円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 様式５ 

定 雇 号 外 

令 和 年  月  日 

 

○○ ○○ 様 

 

     岩手県知事 達増 拓也  

 

 

物価高騰対策賃上げ支援金不支給決定通知書 

 このことについて、下記理由により不支給と決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 不支給の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


